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北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例の一部の施行期日を定める規則をここに公布する。

平成３１年２月１８日

              北九州市長 北 橋 健 治

北九州市規則第３号

   北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例

の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則

 北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例（平成２９年北九州市条例第３９号）付則ただし書に規定する規定

のうち別表第１の３ 有料施設の使用料の表のその他の項の改正規定（帆柱公

園駐車施設の大型自動車中型自動車の項に係る部分に限る。）の施行期日は、

平成３１年３月１８日とする。
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北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例施行規則の

一部を改正する規則をここに公布する。

平成３１年２月１８日

                    北九州市長 北 橋 健 治

北九州市規則第４号

北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例

施行規則の一部を改正する規則

 北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例施行規則（

昭和４７年北九州市規則第３３号）の一部を次のように改正する。

第１条の見出し中「供用時間及び休業日」を「供用時間等」に改め、同条中

「有料施設」の次に「（次項に規定するものを除く。）」を加え、同条に次の

２項を加える。

２ 勝山公園駐車施設、三萩野公園駐車施設及び帆柱公園駐車施設の供用時間

、入庫時間及び出庫時間は、別表第１の２のとおりとする。

３ 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する有料施設につい

て、臨時に休業日を指定することができる。

 第３条の２中「別表第１の２」を「別表第１の３」に改める。

 別表第１中「有料施設の供用時間及び休業日」を削り、

白野江植物公園

駐車施設

到津の森公園駐

車施設

山田緑地駐車施

設

響灘緑地駐車施

設

午前９時から

午後５時まで

勝山公園駐車施

設

三萩野公園駐車

施設

午前０時から

午後１２時ま

で

帆柱公

園駐車

施設

立体駐

車場

「

」

を
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」

白野江植物公園

駐車施設

到津の森公園駐

車施設

山田緑地駐車施

設

響灘緑地駐車施

設

午前９時から

午後５時まで

改め、同表の備考の欄第３項から第６項までを削る。

 別表第１の２の帆柱公園駐車施設の項中

普通自動車 １台１回（２ 

時間以内） 

  １００円 使用を開始した日の翌日 

以後に出庫する場合は、 

同日から起算して１日又 

はその端数ごとに３００ 

円を加算する。 

改め、同表を別表第１の３とする。

別表第１の次に次の１表を加える。

別表第１の２（第１条関係）

区分 供用時間 入庫時間 出庫時間 備考

勝山公園駐車

施設

午前０時

から午後

午前７時から

午後１０時ま

午前０時から

午後１２時ま

１ 休日とは、

国民の祝日に

大型自動車

中型自動車

１台１回（１

日以内） 

１ ,０００円

普通自動車 １台１回（２

時間以内） 

  １００円 使用を開始した日の翌日 

以後に出庫する場合は、 

同日から起算して１日又 

はその端数ごとに３００ 

円を加算する。 

を

に

「

「

「

」

」

に
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１２時ま

で

で で  関する法律に

規定する休日

 をいう。

２ 市長は、特

に必要がある

と認めるとき

は、供用時間

、入庫時間又

は出庫時間を

変更すること

ができる。

三萩野公園駐

車施設

午前０時

から午後

１２時ま

で

午前５時から

午後１０時ま

で

午前０時から

午後１２時ま

で

帆柱公

園駐車

施設

山麓駅

前広場

駐車場

バス駐

車場

午前０時

から午後

１２時ま

で

（１） 日曜 

日、土曜日 

及び休日 

午前９時 

３０分か 

ら午後１ 

０時１０ 

分まで 

（２） その 

他の日 

  午前９時 

３０分か 

ら午後６ 

時１０分 

まで

（１） 日曜 

日、土曜日 

及び休日 

午前９時 

３０分か 

ら午後１ 

０時１０ 

分まで 

（２） その 

他の日 

  午前９時 

３０分か 

ら午後６ 

時１０分 

まで

立体駐

車場

午前０時

から午後

１２時ま

で

午前５時から

午後１０時３

０分まで

午前０時から

午後１２時ま

で

付 則

この規則は、平成３１年３月１８日から施行する。
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北九州市告示第５１号

 北九州市個人情報保護条例（平成１６年北九州市条例第５１号）第１４条第

１項の規定により届出を受けた個人情報ファイルについて、同条例第１５条第

１項及び北九州市個人情報保護条例施行規則（平成１７年北九州市規則第４３

号）第５条第４項の規定により、次のとおり告示する。

  平成３１年２月２０日

                    北九州市長 北 橋 健 治 

（掲示により別紙省略）
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北九州市告示第５２号

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、一般廃棄物処理手数料のごみ処理手数料のうち、定期的に処理を行うものに

係るごみ処理手数料及び臨時的に処理を行うもののうち粗大ごみに係るごみ処

理手数料の収納事務を次のとおり委託した。

  平成３１年２月２０日

北九州市長 北 橋 健 治  

受  託  者
委 託 期 間

名   称 住   所

エニック株式会社 京都市山科区勧修寺東

出町２８番地

平成３１年２月１３日

から同年３月３１日ま

で
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北九州市告示第５３号 

 特定有害物質によって汚染されている形質変更時要届出区域の指定（平成３

０年北九州市告示第２７７号）により指定した区域について、土壌汚染対策法

（平成１４年法律第５３号）第１１条第２項の規定により当該区域の一部の指

定を解除するので、同条第３項において準用する同法第６条第２項の規定に基

づき、次のとおり告示する。また、この告示によりその指定の一部を解除する

形質変更時要届出区域に係る同法第１５条第１項に規定する台帳は、北九州市

環境局環境監視部環境監視課及び北九州市立文書館に備え付ける。 

  平成３１年２月２０日 

                    北九州市長 北 橋 健 治 

１ 指定の一部を解除する形質変更時要届出区域 

 北九州市八幡西区大字藤田２２９３番５、２２９３番８、２３０３番１、

２３０３番６、２３０３番７、２３０３番８、２３０７番４、２３０７番１

０、２４１９番１及び２４４４番３並びに黒崎城石２３１２番３の各一部 

２ 土壌溶出量基準に適合していない特定有害物質の種類 

  ふっ素及びその化合物 

３ 講じられた汚染の除去等の措置 

  土壌汚染状況調査の実施 
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北九州市告示第５４号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、北九州市新門司工場におけるごみ処理手数料の徴収事務を次のとおり委託し

た。 

  平成３１年２月２０日 

北九州市長 北 橋 健 治   

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

株式会社シンシアテク

ノス 

福岡市中央区高砂二丁

目１１番１１号 

平成３１年４月１日か

ら平成３４年３月３１

日まで 
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北九州市告示第５５号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、北九州市日明工場におけるごみ処理手数料の徴収事務を次のとおり委託した

。 

  平成３１年２月２０日 

北九州市長 北 橋 健 治   

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

株式会社シンシアテク

ノス 

福岡市中央区高砂二丁

目１１番１１号 

平成３１年４月１日か

ら平成３４年３月３１

日まで 
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北九州市告示第５６号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、北九州市皇后崎工場におけるごみ処理手数料の徴収事務を次のとおり委託し

た。 

  平成３１年２月２０日 

北九州市長 北 橋 健 治   

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

株式会社シンシアテク

ノス 

福岡市中央区高砂二丁

目１１番１１号 

平成３１年４月１日か

ら平成３４年３月３１

日まで 
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北九州市告示第５７号 

 福岡県において、平成３０年度地籍調査事業計画の一部が変更されたので、

国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第７条の規定により次のとおり告示

する。 

  平成３１年２月２０日 

                    北九州市長 北 橋 健 治 

１ 変更後の平成３０年度地籍調査事業計画が定められた年月日 

  平成３１年１月２５日 

２ 調査を実施する者の名称 

  北九州市 

３ 平成３０年度地籍調査事業計画の変更 

 調査地域 調査期間 

旧 小倉南区 沼緑町二丁目、沼緑町三丁目

、沼緑町四丁目、沼緑町五丁

目、沼本町二丁目、沼本町三

丁目、葛原東一丁目、葛原東

二丁目、葛原東五丁目、大字

沼、沼新町一丁目、沼新町二

丁目、沼新町三丁目、葛原高

松一丁目、葛原本町四丁目、

葛原本町五丁目及び葛原本町

六丁目の各一部 

平成３０年５月２５日

から平成３１年３月３

１日まで 

八幡西区 大字本城、本城一丁目及び本

城二丁目の各一部並びに御開

二丁目及び御開三丁目 

新 小倉南区 沼緑町二丁目、沼緑町三丁目

、沼緑町四丁目、沼緑町五丁

目、沼本町二丁目、沼本町三

丁目、葛原東一丁目、葛原東

二丁目、葛原東五丁目、大字

沼、葛原高松一丁目、葛原本

町四丁目、葛原本町五丁目及

び葛原本町六丁目の各一部 

平成３０年５月２５日

から平成３１年３月３

１日まで 

八幡西区 大字本城、本城一丁目及び本

城二丁目の各一部 
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北九州市告示第５８号

 平成３１年２月北九州市恒見財産区議会定例会を次のとおり招集する。

平成３１年２月２０日

                    北九州市長 北 橋 健 治

１ 期日 平成３１年２月２８日

２ 場所 恒見集会所会議室（北九州市門司区恒見町２１番１号）
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